
  

 

３ 開発許可事務の流れ概要図（市街化調整区域） 

 
 
 
 
                          
 
 
 
 
                            
 
 
 
                      
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
                      
 
 
                                       
                                       
 
                         
 
 
                    
 
 
 
                               
 
 
 
 
 

環境影響評価条例に

基づく協議 

土地利用調整条例 

事前相談  

公共施設の管理者の

同意・協議 

開発許可申請 

開発審査会の議 審 査 

許 可 

審 査 

許 可 

市街化区域と同様の手続き 

農地法及び農業振興地域の整

備に関する法律に基づく協議 

平塚市まちづくり条例

に基づく協議 

（一定規模以上） 

（一定規模以上） 

（農地及び農振農用地） 

開発行為のあるもの 開発行為のないもの 

（法２９条） （法４３条１項） 

建築許可申請 

法３４条１４号 令３６条１項３号ホ 

（令３６条） （法３５条） 
不許可 

（法３５条） （法３５条） 

（法３３条） 
（法３４条） 

（法５０条） 

建築確認申請 

開発審査会へ

の審査請求 

（法３２条） 





  

 

都市計画法第３４条の２（開発許可の特例） 

国又は都道府県、指定都市等が行う開発行為に係る開発協議事務の流れ概要図 

 
 
 
                          
 
 
 
 
                            
 
 
 
                      
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
                      
 
 
                                       
                                       
 
                         
 
 
                    
 
 
 
                               
 
 
 
 
 

環境影響評価条例に

基づく協議 

土地利用調整条例 

事前相談  

公共施設の管理者の

同意・協議 

開発協議申出 

開発審査会への報告 

審 査 

同 意 

審 査 

同 意 

市街化区域と同様の手続き 

農地法及び農業振興地域の整

備に関する法律に基づく協議 

平塚市まちづくり条例

に基づく協議 

（一定規模以上） 

（一定規模以上） 

（農地及び農振農用地） 

開発行為のあるもの 開発行為のないもの 

（法３４条の２第１項） （法４３条３項） 

建築協議申出 

法３４条１４号 令３６条１項３号ホ 

（令３６条） （法３５条） 
不同意 

（法３３条） 
（法３４条） 

（法５０条） 

建築確認申請 

開発審査会へ

の審査請求 

（法３２条） 




